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◇ 一宮市道路位置指定基準 

（目 的） 

第１ この基準は、建築基準法第 42条第１項第五号の規定に基づく道路の位置の指定について、

その具体的な基準を定めることにより、良好な市街地を確保することを目的とする。 

（道路の配置設計の原則） 

第２ 道路の位置の指定を受けようとする道路（以下「指定道路」という）は、建築基準法施行

令（以下「令」という）第 144条の４の規定によるほか、この基準に定めるところによる。 

（指定道路の築造場所） 

第３ 新らたに住宅の建築の用に供する目的で築造する指定道路は、原則として都市計画法第９

条第 12項に規定する工業地域以外とする。 

（接続道路の幅員） 

第４ 指定道路を接続しようとする道路は、行政庁の管理に属する幅員４メートル（尺貫法によ

り築造された道路にあっては 3.6 メートル）以上の道路でなければならない。 

（指定道路の幅員および延長の測定） 

第５ 指定道路の幅員は、第１図に示す方法によって測るものとし、指定道路の延長は、接続す

る道路の側端（４メートル未満の道路にあっては、建築基準法第42条第２項に規定する道路

の境界線とみなす線）から、道路の中心線によって測るものとする。 

（指定道路の区画） 

第６ 指定道路は、側溝、縁石、コンクリート製標示杭等を設置して、他の土地と区画しなけれ

ばならない。 

２ 指定道路を利用することが可能な隣接地が存する場合は、境界沿いにフェンス等を設置しな

ければならない。 

（排水施設） 

第７ 指定道路には、雨水等を有効に排出するため、原則として、両側に側溝を設けなければな

らない。ただし、排水上支障がないと認められる場合は片側側溝とすることができる。 

２ 側溝の構造は、コンクリート製で、第 2図を標準とする。 

３ 側溝には、適当な位置にマスを設けなければならない。 

４ 側溝その他排水施設は、他の有効な排水施設に接続しなければならない。 

（指定道路の標示） 

第８ 指定道路は、その旨を御影石等で標示しなければならない。 

（指定道路のすみ切） 

第９ 指定道路のすみ切りは、令第 144条の４第１項第二号の規定によらなければならない。た

だし、指定道路の片側にがけ地、水路、若しくは堅強な建築物等に隣接する場合、又は市長が

土地の状況に因りやむを得ないと認める場合は、片側において斜辺部分４メートル以上の片す

み切りとすることができる。 

２ 指定道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所により生ずる内角が 60
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度以下となる場合は、角地の隅角を頂点とする底辺の長さ３メートル以上となるような二等辺

三角形を指定道路に含むすみ切りとしなければならない。 

（指定道路の構造） 

第 10 指定道路の構造は、アスファルト舗装とし、第３図に示すものとする。 

（転回広場） 

第 11 令第 144条の４第１項第一号ハの規定による転回広場は、昭和 45年建設省告示第 1837号

によるほか、第４図に示すものとしなければならない。 

（指定道路を利用する敷地の利用目的、形状および規模） 

第 12 指定道路を利用する敷地は、利用目的、形状および規模をあらかじめ定めていなければな

らない。 

２ 戸建住宅の用に供する敷地の規模は、建築基準法第 42条第２項に規定する道路とみなす部

分および路地状部分を除き、120平方メートル以上としなければならない。 

３ 長屋建住宅の用に供する敷地にあっては、次の各号に適合しなければならない。 

(1) 袋路状道路に路地状部分のみによって接する敷地は原則として設けないものとする。ただ

し、敷地の状況等に因りやむを得ないと認められる場合においては、このかぎりでない。 

(2) 敷地の規模は、建築基準法第 42条第２項に規定する道路とみなす部分および路地状部分を

除き１戸当り 100平方メートル以上としなければならない。 

付 則 

この基準は昭和58年５月１日から施行する。 

付 則 

この基準は平成31年１月８日から施行する。 




















